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A45 手持品または旅行用品 

A45B 杖（盲目者用の歩行補助具，例．杖Ａ６１Ｈ３
／０６）；傘；婦人用その他類似の扇（杖
または傘用スタンドまたはホルダーＡ４７Ｇ

２５／１２） 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用

いる： 

―“傘”は傘の構造に似た日よけも入る。 

―“杖”は歩行用の杖および傘用の軸柄を含む。［２００９．

０１］ 

サブクラス内の索引 

杖または傘の軸柄 ................... 1/00,3/00,7/00,9/00 

傘 

一般構造............................ 11/00-19/00,23/00 

細部 ........................................... 25/00 

他の用途にも使える杖または傘 ............... 5/00,21/00 

婦人用その他類似の扇 ............................ 27/00 

杖；傘用の軸柄 

1/00 ささえる，つるす，または持ち運びする手

段を有する杖または傘の軸柄，杖 

1/02 ・荷物または類似物を運ぶローラー付の杖 

1/04 ・つるす装置またはふさのついた杖 

3/00 他の物と組合された杖または傘の軸柄 

3/02 ・照明装置を有するもの 

3/04 ・・電気的なもの 

3/06 ・洋服掛け付のもの 

3/08 ・寸法または重さを計る計器付のもの 

3/10 ・財布付きのもの 

3/12 ・望遠鏡付きのもの 

3/14 ・武器付きのもの 

3/16 ・喫煙用具付きのもの 

5/00 椅子に変えることのできる杖または傘；ハ

ンチングステッキ 

7/00 その他の杖または傘の軸柄，例．クランク

状になったもの 

9/00 細部 

9/02 ・柄または頭部 

9/04 ・石突きまたは先端につける金具 

9/06 ・名刺または類似物の付いた杖または傘の

軸柄 

傘 

11/00 形状または付属品により特徴づけられた傘 

11/02 ・使用者の体につけるもの 

11/04 ・使用者の頭にかぶるもの 

13/00 紙製の傘 

15/00 取りはずしのできる張り布を有する傘 

17/00 日傘 

19/00 特殊な折りたたみまたは伸縮できる傘 

19/02 ・空気入れ傘；骨なし傘 

19/04 ・伸縮できる軸柄を有するもの 

19/06 ・伸縮できる骨を持ったもの 

19/08 ・折りたたみできる軸柄を有するもの 

19/10 ・折りたたみできる骨を有するもの 

19/12 ・・パンタグラフ形になっているもの 

21/00 杖に変えることのできる傘 

23/00 その他の傘 

25/00 傘の細部（傘の軸柄Ａ４５Ｂ１／００～Ａ

４５Ｂ９／００；傘の装飾装置Ａ４５Ｂ３

／０２） 

25/02 ・傘の骨 

25/04 ・・製造用または修理用の装置 

25/06 ・傘のろくろ 

25/08 ・・取付けまたは締つけ用の装置 

25/10 ・傘の露先 

25/12 ・傘を閉じたままにするための装置，例．

磁石装置 

25/14 ・傘の開閉用の装置 

25/16 ・自動的に開くもの，例．ばね機構を有す

る骨 

25/18 ・張り布（取りはずしのできるものＡ４５

Ｂ１５／００）；張り布を取りつける方法 

25/20 ・・張り布にみすかしのついたもの 

25/22 ・風に対する傘の抵抗を増加させる装置 

25/24 ・傘を閉じた時の保護カバー 

25/26 ・・空気孔のあるカバー 

25/28 ・傘の雨しずく受け；そのための付属品 

25/30 ・名刺；バッジ；ラベルあるいはマークを

するためのもの；それらを取付ける手段

（傘の軸柄につけられたものＡ４５Ｂ９

／０６） 

 ―――――――――――――――― 

27/00 婦人用その他の類似の扇 

27/02 ・手動機構を有するもの 

 


